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▶町長直筆新コーナー　『しろくまつうしん』第13 号
▶農業委員会だより
▶広報伝言板

今月の記事

町の観光情報町LINE
友だち追加

青空のもと、満開を迎えた菜の花畑では、

子どもたちの明るい声が聞こえてきます。

　いよいよ初夏の始まりです。

広報広報



　
　
青
年
等
就
農
計
画

　
　
　
　
認
定
書
交
付
式

　

春
ら
し
く
な
り
、
新
緑
が
キ
レ

イ
な
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
宇
木

の
古
代
桜
、
そ
し
て
町
中
で
見
ら

れ
る
桃
や
り
ん
ご
の
花
も
き
れ
い

で
し
た
ね
。

　

桜
が
散
っ
た
と
お
も
っ
た
ら
、

暑
く
な
っ
た
り
寒
く
な
っ
た
り
、

目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
ち
ょ
う

ど
良
い
日
が
少
な
い
気
が
し
ま
す
。

霜
注
意
報
も
多
く
、
農
家
さ
ん
は

大
変
で
す
ね
。
心
配
で
す
。

　
志
賀
草
津
高
原
ル
ー
ト
開
通
！

先
日
志
賀
草
津
高
原
ル
ー
ト
が

半
年
ぶ
り
に
開
通
し
ま
し
た
。

開
通
当
日
は
、
長
野
県
群
馬
県
関

係
者
、
草
津
町
長
と
も
渋
峠
で
お

会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

草
津
町
は
観
光
客
数
が
３
７
０
万

人
に
達
し
て
、
過
去
最
高
だ
そ
う

で
す
。
し
か
も
９
割
ぐ
ら
い
日
本

人
観
光
客
だ
そ
う
で
す
。

　

草
津
町
長
は
、
「
若
者
や
女
性

に
好
ま
れ
る
観
光
地
を
目
指
し

て
い
る
と
公
言
さ
れ
て
お
り
、
湯

畑
の
周
辺
整
備
や
駐
車
場
の
整
備

な
ど
を
進
め
て
き
た
こ
と
が
、
成

果
と
し
て
表
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

観
光
地
と
し
て
、
我
々
も
今
ま

重
点
的
に
整
備
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、

町
の
特
産
物
の
開
拓
、
開
発
、
Ｐ

Ｒ
、
ふ
る
さ
と
納
税
関
連
、
空
き

家
対
策
、
住
宅
対
策
な
ど
、
新
し

い
「
ま
ち
づ
く
り
」
観
光
局
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
す

る
予
定
で
す
。

13
で
以
上
に
頑
張
ら
な
い
と
い
け
な

い
と
思
い
ま
し
た
。

　

山
ノ
内
町
の
皆
さ
ん
も
、
志
賀

草
津
高
原
ル
ー
ト
を
ド
ラ
イ
ブ
し

て
草
津
に
遊
び
に
で
か
け
て
く
だ

さ
い
。
他
の
観
光
地
か
ら
学
ぶ
こ

と
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

　
観
光
局
　
正
式
始
動

山
ノ
内
ま
ち
づ
く
り
観
光
局
が

正
式
稼
働
し
ま
し
た
。

　

役
場
内
の
人
事
異
動
に
伴
い
、

新
し
い
事
務
局
長
が
就
任
し
、
町

の
経
済
活
性
化
を
牽
引
す
る
商
社

と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
観
光

局
が
正
式
に
動
き
出
し
ま
し
た
。

　

観
光
客
が
来
町
し
た
際
に
、
良

い
体
験
を
し
て
、
「
ま
た
来
て
み

た
い
！
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
事

が
、
観
光
地
と
し
て
は
重
要
だ
と

思
っ
て
お
り
、
数
年
か
け
て
観
光

地
と
し
て
の
国
内
外
か
ら
の
観
光

の
お
客
様
の
受
入
れ
体
制
整
備
を

し
て
い
く
予
定
で
す
。
湯
田
中
駅

周
辺
や
道
の
駅
、
ロ
マ
ン
美
術
館

周
辺
な
ど
、
ハ
ブ
と
な
る
場
所
を

フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
・

　
レ
・
バ
ン
市
と
の
姉
妹
都
市
提
携

　

山
ノ
内
町
は
、
中
国
密
雲
区
、

ア
メ
リ
カ
ベ
イ
ル
町
と
国
際
友
好

都
市
提
携
を
結
ん
で
い
ま
す
が
、

新
た
に
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
・
ジ
ェ

ル
ヴ
ェ
・
レ
・
バ
ン
市
（
以
下
サ

ン
・
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
市
）
と
も
連
携

を
す
べ
く
、
準
備
に
入
っ
て
い
ま

す
。

　

竹
内
教
育
長
経
由
で
フ
ラ
ン
ス

在
リ
ヨ
ン
領
事
館
事
務
所
か
ら

の
紹
介
も
あ
り
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル

ヴ
ェ
市
長
が
昨
年
地
獄
谷
野
猿
公

苑
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
観
光
に
来

た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
と

ん
と
ん
拍
子
で
関
係
構
築
が
進
ん

で
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
市
名
に

つ
い
て
い
る
レ
・
バ
ン
は
温
泉

（
お
風
呂
）
と
い
う
意
味
だ
そ
う

で
す
。
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
市
に

は
ケ
ー
キ
の
名
前
で
も
有
名
な
モ

ン
ブ
ラ
ン
（
標
高
４
８
０
９
ｍ
）

が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
モ
ン
ブ

ラ
ン
の
登
山
口
と
し
て
栄
え
、
登

山
電
車
も
あ
り
、
温
泉
の
療
養
地

で
も
あ
り
、
す
ぐ
隣
に
は
シ
ャ
モ

ニ
ー
や
メ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
い
う
有
名

な
ス
キ
ー
場
が
あ
り
、
僕
も
現
役

選
手
時
代
は
よ
く
訪
れ
て
い
た
エ

リ
ア
で
す
。
温
泉
は
皮
膚
疾
患
に

良
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
湯
治
に
対

し
て
医
療
保
険
も
出
る
そ
う
で
す
。

子
ど
も
た
ち
の
交
流
を
前
提
と
し

た
話
で
は
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ

市
で
は
こ
ど
も
議
会
を
長
年
開

催
し
て
お
り
、
山
ノ
内
町
の
小
中

学
生
と
の
交
流
に
対
し
て
も
と
て

も
前
向
き
で
す
。
両
自
治
体
の
子

ど
も
た
ち
が
早
い
時
期
に
国
際
感

覚
を
身
に
付
け
る
た
め
に
も
、
こ

れ
か
ら
の
取
り
組
み
が
と
て
も
楽

し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
文
化
・
子

ど
も
達
・
観
光
・
ス
キ
ー
産
業
・

温
泉
な
ど
を
中
心
に
国
際
交
流
を

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▶
交
付
式
の
様
子

右
か
ら
田た

ば
た畑
さ
ん
、
李り

さ
ん

©＠ butabulo

4
月
17
日
、
青
年
等
就
農
計
画

（
認
定
新
規
就
農
者
）
の
認
定
書

交
付
式
が
行
わ
れ
、
田た

ば
た
　
あ
ゆ
む

畑
歩
さ
ん
、

李り

　

こ

く

か

国
霞
さ
ん
が
町
で
22
番
目
の
認

定
新
規
就
農
者
と
し
て
認
定
さ
れ

ま
し
た
。

夫
の
田
畑
さ
ん
は
東
京
出
身
、

妻
の
李
さ
ん
は
中
国
出
身
で
令
和

３
年
４
月
に
夫
婦
で
地
域
お
こ
し

協
力
隊
員
と
し
て
移
住
さ
れ
３
年

間
、
町
の
農
業
振
興
に
携
わ
る
期

間
を
経
て
、
令
和
６
年
４
月
１
日

よ
り
新
規
参
入
と
し
て
、
り
ん
ご
、

も
も
、
ぶ
ど
う
の
栽
培
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

▲左から尾形氏（在リヨン領事館事務所長）、ファ
　　ブリス・パンヌクック氏（オーヴェルニュ・ロー
　　ヌアルプ州副議長）、ジャン＝マルク・ペイレク
　　／サン・ジェルヴェ市長、平澤町長、湯本議長

2令和６年5月 広報



問総務課　庶務文書係　☎ 33-3111

山ノ内町ファミリー・サポート・センター事業の開始山ノ内町ファミリー・サポート・センター事業の開始

　町では、子育て施策の充実のため、令和６年５月からファミリー・サポート・センター事業を開始すると共に、

会員を募集しています。

　依頼会員
　�　�町内に住所又は勤務先を有する、育児の援助を必要とする生後６か月以上から小学校６年生までの児童を
養育する者

　提供会員
　　�町内に住所を有し、心身ともに健康で援助活動に理解と意欲を有する20 歳以上の者
　両方会員
　　依頼会員と提供会員のいずれにも該当する者

　児童の預かり等の援助を受けたい方（依頼会員）と、援助を行いたい方（提供会員）、どちらも行いたい方（両
方会員）からなる相互援助活動を行う会員組織で、会員から援助依頼があった際に、町が会員相互のマッチング
を行います。

生後６か月以上から小学校６年生まで

・�保育所、幼稚園、認定こども園及び放課後児童
クラブ等（以下「保育施設等」という。）の保
育開始前または保育終了後の対象児童の預かり

原則、提供会員の自宅又は子育て支援センター「ゆめっこ」

・相互援助活動中の事故等に伴う賠償保険については、町が費用負担します。
・送迎中の事故及び損害は会員自身で加入する自動車保険にて対応していただきます。
・提供会員は所定の講習を受講していただきます。

児童の年齢や預かる時間帯に応じて、1時間当たり 600 円から 800 円を依頼会員が提供会員に直接支払
います。

依頼会員：随時　　提供会員：令和６年 10 月 31 日（木）
教育委員会こども未来課保育・幼児教育係まで入会申込書等をご提出ください。

・保育施設等が休みの場合の対象児童の預かり

・保育施設等までの対象児童の送迎

・学校の放課後の対象児童の預かり

・�仕事、疾病、冠婚葬祭、通院、学校行事及び
買い物等の際の対象児童の預かり

・�前各号に掲げるもののほか、会員の子育てに
関し必要な援助

会員募集中！

ファミリー・サポート・センター事業とは

会員の条件

対象となる児童

実施場所

その他

報酬

応募期限

相互援助活動の内容

問こども未来課　保育・幼児教育係　☎ 33-1102

多くの方のご応募をお待ちしております。 町公式ホームページ

3 令和6年5月 広報



問未来創造課　移住国際交流係　☎ 33-3113

親元へのUターン等
結婚を機に故郷に戻り、賃貸アパートを借りて家賃の補助金を受けつつ、数年後に実家の一部

を譲り受けて増改築を行う場合、次の組み合わせで受給できる可能性があります。

Iターン移住等
町のことがまだわからないのでいったん町内の賃貸住宅を借り、その間に気に入った地域の空き

家を探して改修して定住する場合、次の組み合わせで受給できる可能性があります。

・都会のマンションでの子育てに窮屈さを感じた
・同級生が結婚して町に戻って暮らしていると聞き帰省時に広い家と庭を見せてもらった
・家を新築するにも建築コストが高いので中古住宅のリノベーションに変更
・土地が都会に比べて安いため、その資金を家の設備に回せる
・会社がテレワーク契約も選べるので子育てしやすい住環境を選びたい
・都会を経験したことで実家に近いところで子育てすることがいかに楽か身に染みて分かった
・長野市方面に通勤しているが温泉や自然がある町はベッドタウンとしても魅力的

皆さんの抱える事情は様々ですが、山ノ内町に暮らすことをポジティブに考える方が増えてきているよ
うに感じます。でも転職してすぐや移住者は住宅ローンの与信枠が限られたり、いきなりあまり知らない
土地の不動産を購入するのもためらいますよね。
　山ノ内町は若者を対象とした住宅に関する補助金が充実していて、特長的な点として賃貸住宅の家賃
補助から持ち家の取得や改修の補助に切り替えられることも見逃せません。
　まずは賃貸住宅に住んで情報を集めたり、仕事を軌道に乗せるのも大切ですし、早く町に住みたくて
土地や空き家を探しているのに全然見つからないというお声も多く聞きます。補助金を組み合わせて安
心して定住してください。

「若者定住促進家賃補助金」
（最大 27,000 円／月× 36ヶ月）

「移住促進家賃補助金」
（最大 27,000 円／月× 36ヶ月）

「空き家改修等事業補助金」
（最大 80万円）

＋

＋

プラス

プラス

「若者定住促進マイホーム取得等補助金」
（最大 50万～最大 150 万円）

町の補助金一覧

住宅補助金の組み合わせパターン例

19ページの「町補助金一覧」を参考に、町外に住むご家族にもぜひお知らせください。
　詳しくはホームページをご覧ください。

移住定住推進事業のミッション（使命）は、移住希望
者を増やしサポートするのはもちろん、町の産業の後継者
として、町内の若者の定住や町を離れている若者の Uタ
ーンをサポートし増やしていくことも重要です。
　業務で移住の相談や定住のための補助金に関する相談
を多く受けますが、その際に次のような話をよく耳にします。

4令和６年５月 広報



　

い
つ
も
た
く
さ
ん
の
応
援

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
も
よ
り
多
く
の
皆
さ

ま
に
応
援
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
町
の
魅
力
を
発
信

し
て
い
き
ま
す
。
寄
附
金

は
有
効
に
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
ご
寄
附
い
た
だ
い

た
方
に
は
感
謝
の
気
持
ち

を
込
め
て
、
町
の
特
産
品

や
農
産
物
な
ど
の
お
礼
の

品
を
お
送
り
し
ま
す
。

6,561件

総額373,254,000円

(令和５年４月〜令和６年3月末）

福
喜
多
　
耕
史

村
本
　
理
香

増
田
　
愛

渡
辺
　
裕
紀

二
位
　
晴
子

高
須
　
裕
司

黒
松
　
俊
基

林
　
真
二

則
松
　
康
郎

横
川
　
博
文

土
肥
　
由
莉

飯
田
　
勇
一

赤
塚
　
年
計

平
野
　
陽
介

山
田
　
宗
季

木
原
　
康
裕

朴
　
永
泰

小
川
　
智
子

小
栗
　
浩
揮

高
橋
　
亨
仁

新
妻
　
靖
彰

千
葉
　
泰
子

丸
山
　
隆
之

杉
山
　
薫

４月に寄附をいただいた方(敬称略) ４月に寄附をいただいた方(敬称略) 
 141件総額  21,140,000円  141件総額  21,140,000円 

了承を得た方のみ掲載しています。
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

ふるさと寄附金
「“オラ”のふるさと応援貨」

災
害
支
援
代
理
寄
附
に
つ
い
て

山ノ内町では、令和６年１月１日に発生した能登半島
地震の災害支援寄附金の受付を令和６年１月１２日から
３月３１日まで行いました。
　災害支援寄附総額は767,000円（53件）になりました。
今もなお、被災地で避難生活を余儀なくされている方が
多数いらっしゃいます。
一日でも早い被災地の
復興を心よりお祈りい
たします。多くの方の
ご支援に感謝申し上げ
ます。

▲4/25にお届けしてきました

ふ
る
さ
と
納
税
の
使
い
道

１ ふるさとに錦を飾る応援貨（町におまかせ）

２  志賀高原ユネスコエコパーク応援貨（環境・自然保護）

３  ふ る さ と の 新 孝 行 応 援 貨 （ 福 祉 ・ 健 康 ）

４  夢・ワンパクこども応援貨（子育て・教育）

２,７５６件

２,００３件

　２８４件

１,５２０件

〇 山 ノ 内 町 内 宿 泊 補 助 券
〇 玉 村 本 店 志 賀 高 原 ビ ー ル
〇 志 賀 高 原 ス キ ー 場 共 通 リ フ ト 券

〇ＪAながの志賀高原支所フルーツ（りんごなど）

問 未来創造課　移住国際交流係　☎33-3113
5 令和６年5月 広報

ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、

JREMALLふるさと納税から寄附ができます。

マイナビふるさと納税が６月頃スタート予定です。

山ノ内町公式HP 旅先納税

返礼品提供事業者、
　旅先納税加盟店
　　随時募集中！

【山ノ内町ふるさと納税掲載ポータルサイト】



 　カキやクリなどは収穫しないで放置しておくと

鳥獣を寄せ付けるエサとなってしまいます。また、

耕作放棄地の茂みは鳥獣にとって安全な移動路と

なります。集落の中からエサ場と隠れ場を除去し

て被害を減らしましょう。

　団体が集落の鳥獣被害対策として、藪や茂みの

刈払いや放任果樹の伐採などをしたとき、その費

用の一部を補助します。（上限５万円）

積極的に活用してください！

　電気柵は電気事業法で定められた方法で正しく設置しま

しょう。無許可で敷地外に設置することはトラブルの原因に

なりますので、絶対にやめてください。また、効果を持続

させるためには、日頃のメンテナンスが肝心です。電気柵

の設置・管理については町HPを参考にしてください。

　電気柵を見かけたときは、危険ですので必要以上に近寄

らず、むやみに触らないでください。

ツキノワグマによる
人身被害を防ぐため

電気柵について

山菜採りやハイキングなど入山の機会が多くなると、
クマと遭遇する可能性が高くなります。夏にかけては
畑に食物が実り始めるため、クマが里山に降りてくる
頻度が増えてきます。
クマによる被害を防止するため、次の点に十分注
意して行動しましょう。

〇ひとりで山に入らない

〇薄暗い時間の行動は控える

〇藪や茂みの刈り払いをして、田
　　   畑周辺の見通しを確保する

〇子グマを見かけたら、その場を静か
　に立ち去る

〇田畑は電気柵など
　で囲って守る

〇山へ出かけるときは、クマ  
    避け鈴やラジオなど音の出るも 
    のを持っていく

〇生ゴミや収穫残
ざ ん さ

渣などクマ
　の餌になりそうなもの
　を畑や庭に放置しな
　い

野生鳥獣対策について

　　　　　　　　　　　　　　　　

〇放棄されたクリやカキの木は伐採するか、
きちんと剪定・収穫をする

問産業振興課　耕地林務係　☎ 33-1107

などクマ

エサ場と隠れ場を減らそう！

サル出没注意！
サルによる人家侵入被害が多発しています。

　サルが出没する地域では、窓や玄関の鍵をかけて侵入を

防いでください。

　サルを住宅地で見かけた場合は、周辺の方と複数人でそ

の場で追い払いをしてください。追い払い用の爆竹などは耕

地林務係にて配布しています。

電気柵設置・管理について
（ 町 H P ）

（長野県 HP）

6令和6年5月 広報



・避難所においては、自治体の指示に従い、ル
ールを遵守しましょう。健康管理や基本的なトレ
ーニングが出来ていないと、他の避難者に迷惑
をかけることになります。また、動物が苦手な方
やアレルギーを持っっている方もいるので特別な
配慮が求められます。
・避難や避難生活はペットに大きなストレスとな
る可能性があるので、ペットの行動も考え十分な
準備をすることが重要です。

vol. ２

動物の正しい飼い方普及月間

６月は「動物の正しい飼い方普及月間」です。
　今年のテーマは「災害発生。あなたとペットはどうする。」です。災害があったとき、ペットとどう行動するか考えたこと
はありますか？もしものときのために、平時から災害への備えをしておきましょう。

災害時での対応
災害が起きた時に最初に行うことは、飼い主自身や家族の安全確保が大切ですが、ペットの安全確保についても普段か

ら考え備えておく必要があります。

〇日頃からの備え

・十分な水や食料や常備薬等の用意
・避難所や避難ルートを確認しておくなど、　　
　いざという時に慌てないように、ペットに
　基本的なしつけをしておき、避難するとき
　はペットと一緒に避難できるよう、日頃か
　らキャリーバックやゲージに入れることな
　どに慣れさせておくことも必要です。

問　北信保健所　食品・生活衛生課　☎ 0269-62-6035
　　住民税務課　住民環境係　☎ 33-3118

これは決して特別なことではなく、普段からペットの基本的なしつけや健康管理をしたり、ペットを様々な環境に慣
らしたりしておくことが災害時の備えの基本になります。この月間中にもう一度、我が家のペットの飼い方について考え、
災害が起きた時にペットとどう行動するか、家族で話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
動物の飼い方について困ったこと、わからないことなどがありましたら、北信保健所食品・生活衛生課までお問い

合わせください。

サステナブルなファッションを！

〇 日本の衣類廃棄量は年間約 100 万トン。1人あ
たりなんと 26 枚。洗濯表示を確認する、適切
にケアする、先のことを考えて買うなど、気に
入った 1枚を長く大切に着ることもサステナ
ブルな付き合い方です。

⇒年間の CO2 削減量　194kg/ 人
　 （衣類の購入量を 1/4 程度にした場合）

〇 世界的に洋服の廃棄問題は深刻で、様々なブラ
ンドが環境に配慮した素材や方法で洋服を製造
しています。
　購入時にリサイクル・リユースなど環境に配慮
　した素材や製造過程なども確認してみましょ
　う。

⇒年間の CO2 削減量　29kg/ 人
　 （1 年間に購入する服の 10％（1.8 枚）をリサ
イクル素材を使った服にした場合）

〇避難所での対応
・避難所においては、自治体の指示に従い、
　ルールを遵守しましょう。健康管理や基本
　的なトレーニングが出来ていないと、他の
　避難者に迷惑をかけることになります。ま
　た、動物が苦手な方やアレルギーを持っ
　ている方もいるので特別な配慮が求められ
・避難や避難生活はペットに大きなストレス   
   となる可能性があるので、ペットの行動も
   考え十分な準備をすることが重要です。

※

※サステナブル…「持続可能な」「続けていける」 引用：環境省HP　カーボンアクション30

7 令和6年5月 広報



問子育て支援センターゆめっこ　☎ 33--4778問子育て支援センターゆめっこ　☎ 33☎ 33 47784778

Vol .150Vol .150 6 月の予定

6日（木）
集合
9：45 ～

ぴよっこクラブ保健・栄養相談
保健師・栄養士による身体測定・育児相談
持ち物：母子手帳、タオル、飲み物、子どもノート
　　　   など
★ 4日（火）までに予約をお願いします。

14日（金）
集合
10：15
開始
10：30

ＡＩさんの親子ダンス
★前日までに予約をお願いします。

25日（火）
10：30 ～
11：30

おしゃべりサロン
※入室・退室は自由です。（予約不要）

28日（金）
集合
10：15
開始
10：30

６月生まれのおたんじょう会
誕生月に来られない場合でも、都合のつく日に参
加できます。
★誕生者は前日までに予約をお願いします。

４月23日に平和観音までお花見散歩に行っ
てきました。春の風が心地よく、花壇や畑の花
を眺めながら歩きました。
　観音さまでは桜の花も待っていてくれて、花
びらが舞い散る中でおやつをいただきました。

ゆゆめめっっここ通信通信　ゆゆめっこ通信　

問生涯学習課　文化創造推進係　☎ 38-0373☎ 38-0373

　週末を有意義に楽しく過ごしてもらえるよう
に、町内の小学生の親子を対象に「いきいき
ふれんど」を開催しています。季節に合わせた
工作、郷土に伝わる料理やお菓子作りなどを楽
しんでいます。
　参加申し込みについては、小学校を通じて配
布されるチラシをご覧ください。

　令和６年度の主な予定（変更となる場合があります）
〇６月～９月
　こけ玉作り、よもぎの薄焼き、風鈴絵付け、
　おやき作り、ラムネ菓子作り、砂絵、お月　　
　見ごはん、紙すき体験
〇１０月～３月
　おやこの食育、松ぼっくり工作、グラスデ
　コでアート、グラデーションキャンドル、ク
　リスマスの飾り、お正月飾り、書初め教室、
　やしょうま作り、プラバンアクセサリー

令和５年度　おやこの食育

令和５年度　縄文体験（弓矢）

〇７月の予定
２日（火） おもちゃの修理屋さん
３日（水） やまぴよカラーズコンサート
11日（木）
18日（木）

23日（火）～26（金）
30日（火）～8月2日（金）
26日（金）

ぴよっこクラブ保健・栄養相談
プール開き

七夕制作

たんじょう会

8令和6年5月 広報



問消防課（山ノ内消防署）　☎33-3119

提供　一般社団法人　日本火災報知器工業会

町では、高齢者等を対象に、住宅用火災警報器

の購入に対して補助金を給付しています。この制度

を活用し住宅用火災警報器を設置しましょう。また、

10年以上が経過した物や、故障した物の取り替えも

補助金の対象となります。

高齢者等への住宅火災警報器購入補助金制度
住宅への設置が義務化された住宅用火災警報器、

まだ設置されていない皆様は、「火災から命を守る

切り札」である住宅用火災警報器の早期設置をご検

討ください。

さいごに

ぜひご活用ください！

　平成30年4月から令和2年3月までの3年間における全国の調査において、住宅用火災警報器が設置されていた住宅
の火災は、設置していない住宅に比べ、死者数と焼損床面積は半減、損害額は約４割減との結果が出ており、その
有効性が認められています。（総務省消防庁調べ）
　山ノ内消防署では、住宅用火災警報器の設置率を向上させ、火災の減災を目指しています。設置にあたり下記Q
＆Aを参考にしてください。

Q1 住宅用火災警報器って何？
　火災による熱や煙を早期に感知し、音や音声により警報を発して火災

の発生をいち早く知らせてくれる警報器です。

長野県は全国の設置率の平均に比べ低いのが現状です。

Q2 なぜ設置しなければならないの？
　平成20年6月1日より、すべての住宅への設置が消防法により義務化

されています。

火災は「早期発見、早期避難」が重要になり、手助けをしてくれる

のが住宅用火災警報器です。住宅火災による死因の約５割が「逃げ遅

れ」によるものです。自身やご家族の命、またその家に残る大切な思い

出を守るため、住宅用火災警報器の設置をおすすめします。

Q3 どこに売っているの？
　電気店やホームセンターなどで購入できます。

　※消防署では一切販売しておりません。

　　また連動型住宅用火災警報器など付加的な機能を併せ持つ警報器
　　を推奨していますのでご検討ください。

〇火災を感知した住宅用火災警報器だけではなく、他の部屋に設置

　　された、全ての住宅用火災警報器が警報を発します。

　　なお、価格などの詳細は、山ノ内消防署へお問い合わせください。

Q4 どこに設置するの？
　寝室と寝室がある階の階段上部に設置することが義務付けられていま

す。（階段の登り口は除く）

　また、義務ではありませんが、台所やすべての居室に取り付けをおす

すめします。

Q5 交換は必要なの？

交換目安は10年です。電池が切れると警報器がなったり、作動しな

くなりますので定期的に動作確認を行ってください。

9 令和6年5月 広報



個人住民税の定額減税について個人住民税の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和

６年度分の所得税及び令和６年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

⇒定額減税 ” 前 ” の税額をもとに算出された令和

　6 年 10 月分の特別徴収税額から控除され、控

　除しきれない場合は令和 6 年 12 月分以降の特

　別徴収税額から、順次控除されます。

〇対象となる方

令和６年度の個人町民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が 1,805 万円以下（給

与収入 2,000 万円以下に相当）の方が対象となります。

〇減税額

本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円

　※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

　　例）控除対象配偶者および扶養親族 2 人の場合

　　　　定額減税額＝１万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族（2 人）＝ 4 万円

〇徴収方法

①給与所得に係る特別徴収

⇒令和 6 年 6 月分は徴収されず、定額減税 ” 後 ”

　　の税額が令和 6 年 7 月分～令和 7 年 5 月分の

　11 か月で均されます。

（給与所得者の方）

②普通徴収

⇒定額減税 ” 前 ” の税額をもとに算出された第   

　１期分（令和 6 年 6 月分）の税額から控除され、

　控除しきれない場合は、第 2 期分（令和 6 年 8

　月分）以降の税額から順次控除されます。

（事業所得者等の方）

地方税法が令和 6 年３月 30 日に一部改正され、４月１日から施行されたため、町の税条
例も改正しました。主な改正内容等を紹介します。

令和６年度税制改正のお知らせ令和６年度税制改正のお知らせ

③公的年金等に係る所得に係る特別徴収（年金所得者の方）
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問住民税務課　課税係　☎33-3118

国民健康保険税国民健康保険税

【低所得者の負担軽減措置の見直し】
　軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額が変わります。
　　５割軽減：２９万５千円（現行２９万円）

　　２割軽減：５４万５千円（現行５３万５千円）

改正前 ６５万円 ２２万円 １７万円

基礎課税分（医療分） 後期高齢者支援金分 介護納付金分

改正後 ６５万円 ２４万円 １７万円

【課税限度額の見直し】

【山ノ内町国民健康保険税が変わります】

長野県国民健康保険運営協議会では、令和９年度までに国民健康保険税の資産割を廃止する方針が

示され、当町においても令和６年４月１日から資産割を廃止し、あわせて所得割、均等割及び平均割

の見直しを行いました。

内容については、下表のとおりです。詳細は６月中旬に送付します国民健康保険納税通知書をご確認

ください。

項　　　　目 現　行

４. ８０％

１５. ５０％

２３, ０００円

２１, ４００円

２. １０％

７. ５０％

１０, ０００円

８, ２００円

１. ７０％

６. ５０％

１１, ８００円

６, ４００円

改定後

４. ４０％

―

２１, ２００円

１９, ７００円

１. ８０％

―

８, ７００円

７, ６００円

１. ４０％

―

９, １００円

６, ０００円

医 療 給 付 費 用 分
（ 医 療 分 ）

後 期 高 齢 者 支 援 金 分
（ 支 援 分 ）

介 護 給 付 分
（ 介 護 分 ）

所得割

資産割

均等割

平均割

所得割

資産割

均等割

平均割

所得割

資産割

均等割

平均割
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問健康福祉課　介護保険係　☎ 33-8411

自動車税種別割についてのお知らせ
令和６年度自動車税
種別割の納期限は
5/31（金）です！

　長野県では、毎年４月１日現在長野運輸支局に登録されている自動車（軽自動車を除く）の所有者（割賦販売の

場合などは使用者）の方へ５月上旬に自動車税種別割納税通知書をお送りしています。納税通知書が届きましたら、

納期限までに納付をしてください。

　金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、県税事務所窓口の他、スマホやクレジットカードによる納付もできます。

　詳しくは、納税通知書に同封のお知らせをご覧いただくか、インターネットから【長野県税　納付方法】でご検

索ください。

　☆障害者手帳をお持ちの方へ

　　障害者手帳をお持ちの方で、一定の要件（障がい等級・使用用途・所有名義）に該当する場合は、

　　申請により自動車税の減免を受けられます。ご不明な点は下記へお問い合わせください。
問総合県税事務所北信事務所　☎ 0269-23-0204

介護保険料が変わります
介護保険制度の改定に伴い、「第９期介護保険事業計画」（Ｒ６～８）より
下記のとおり、介護保険料が変更となります。

※（　）内は保険料軽減を強化した減免賦課の保険料となります。

所得段階 対象となる方
保険料率 月額 年額

第１段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、また
は世帯全員が住民税非課税でかつ本人の年金
収入が８０万円以下の方

０．４５５
（０．２８５）

２, ５０３円
（１, ５６８円）

３０, ０３０円
（１８, ８１０円）

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と
課税年金収入額の合計が１２０万円以下の方

０．６８５
（０．４８５）

３, ７６８円
（２, ６６８円）

４５, ２１０円
（３２, ２１０円）

第３段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年
金収入金額と合計所得金額の合計が年間
１２０万円を超える方

０．６９０
（０．６８５）

３, ７９５円
（３, ７６８円）

４５, ５４０円
（４５, ２１０円）

第４段階

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税
者がいる方で、本人の課税年金収入と合計所
得金額の合計が年間８０万円以下の方

０. ９００ ４, ９５０円 ５９, ４００円

第５段階

（基準）

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税
者がいる方で、本人の課税年金収入と合計所
得金額の合計が年間８０万円を超える方

１. ０００ ５, ５００円 ６６, ０００円

第６段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円未満の方 １. ２００ ６, ６００円 ７９, ２００円

第７段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
１２０万円以上２１０万円未満の方 １. ３００ ７, １５０円 ８５, ８００円

第８段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
２１０万円以上３２０万円未満の方 １. ５００ ８, ２５０円 ９９, ０００円

第９段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
３２０万円以上４２０万円未満の方 １. ７００ ９, ３５０円 １１２, ２００円

第１０段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
４２０万円以上５２０万円未満の方 １. ９００ １０, ４５０円 １２５, ４００円

第１１段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
５２０万円以上６２０万円未満の方 ２. １００ １１, ５５０円 １３８, ６００円

第１２段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
６２０万円以上７２０万円未満の方 ２. ３００ １２, ６５０円 １５１, ８００円

第１３段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

７２０万円以上の方 ２. ４００ １３, ２００円 １５８, ４００円

年額

保　険　料

（６５歳以上の方の保険料）
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問健康福祉課　医療保険係　☎ 33-3116
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ホームスタジアムでパルセイロを応援しよう
ホームタウンパートナーとして応援しているAC長野パルセイロから町民の方へ、長野Uスタジアムで

６月８日に行われる【本気のホームタウンデー山ノ内町 AC長野パルセイロ対Y.S.C.C.横浜戦】への無料
で招待されました。
　この機会にホームスタジアムで選手たちに熱い声援を送りましょう。
※先の対北海道コンサドーレ札幌の試合結果によっては上記試合が延期になる場合があります。
お申し込み方法

〇ＪリーグＩＤをお持ちの場合
　ＱＲコードを読み込み、ページ下部の
案内に従ってＪリーグＩＤへログインの
うえ、アンケートへご回答ください。

〇ＪリーグＩＤをお持ちでない場合
　ＱＲコードを読み込み、リンクページ
や確認メールの案内に従って、Ｊリーグ
ＩＤ登録のうえ、アンケートへご回答く
ださい。

【申し込み先】

広報やまのうちに広告を掲載しませんか広報やまのうちに広告を掲載しませんか

有料広告募集中！有料広告募集中！
申込方法、料金等については申込方法、料金等については
町ホームページをご覧いただくか、町ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。お問い合わせください。

問総務課企画係　☎ 33-3111



▲湯田中駅構内に新たにオープンした「エキナカ山ノ内」

山ノ内町出身の新井と申します。10年ぶりに故郷へ帰ってきました。自分を育ててくれたこの町に愛着があり、

いつかは「山ノ内町に戻りたい！」と考えていたので実現することができ、嬉しく思います。

町の観光産業を学びたいと考えていたところ、観光局設立の話と業務に携われる選択肢として地域おこし協力隊

があることを知りました。

　前職は高速道路会社のコンシェルジュとして、観光案内を行っておりました。そこで得た知見を観光局が運営

する「山ノ内町インフォメーションセンター」でも活かしていきたいと思います。同センターでは、国際交流員

のメンキンさんらと共に観光案内・荷物の預かりなどを行っています。お客様との会話のなかで〈町に求めてい

ることは何か〉リアルな声をきくことができ、多くの学びと発見があります。

３月中、外国のお客様からはスノーモンキー以外に

「レンタルしてスキーを楽しめる場所」を多く聞かれる

一方で国内のお客さまからは「日帰り温泉」を聞かれま

す。そして、国内外共通で多い問い合わせは「食事を楽

しめる場所」でした。旅をして食を楽しみたいのは万国

共通ですね。

　このため観光局では、湯田中駅舎にて地ビール・コー

ヒー・地元のりんごジュースやパン・お饅頭などを販売

する「エキナカ山ノ内」をオープンしました。私はこの

プロジェクトにも中心的に関わっており、山ノ内町の

「おいしい」を発信できる場として湯田中駅前を盛り上

げていきたいです。「町民割」もありますのでぜひお立

ち寄りください！

問健康福祉課　健康づくり支援係　☎33-3116

禁煙にチャレンジしませんか？

5月31日 世界禁煙 Dayは

5月31日～6月6日 禁煙週間は

STEP １　【ニコチン依存度チェック】FTND指数

STEP ２　【とにかく72 時間（3日間）の禁煙からスタート】

   20 分後…血圧・脈拍が正常になる
 ８時間後…運動能力が改善（一酸化炭素レベルが正常域に達する）
48 時間後…嗅覚・味覚の回復（食事がおいしい）
72 時間後…気管支の収縮がとれて呼吸が楽になる

ニコチンは 72 時間（3日間）で体内から完全に抜けると言われています。

15 令和６年5月 広報



16令和6年5月 広報



問健康福祉課　健康づくり支援係　☎33-3116
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補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

地域発元気づくり支援金
【県からの支援金】

公共的活動または地域の活性化に資する活動を
営む団体に、地域の元気を生み出すモデル的で
発展性のある事業に対して支援金を交付

下限300,000円
ハード事業： 2/3以内(重点テーマの

場合3/4以内)
ソフト事業： 3/4以内(重点テーマの

場合4/5以内)

地域創造係
☎ 33-3113

コミュニティ助成事業
補助金

区・組などの団体またはコミュニティ組織、地域
の自主防災組織等の事業に対し補助金を交付

1,000,000~2,500,000円
※一般ｺﾐｭﾆﾃｨ助成事業の場合

地域活性化事業支援
補助金

区等が行う新たな地域づくり事業に要する経費（人
件費を除く）を補助

区：9/10以内450,000円上限
団体：7/10以内270,000円上限

人づくり研修事業補助金
地域振興を目的に、個人は3日以上、7名以上で
構成する団体は5日以上の各種研修に必要な経
費の50%を補助

個人 ：200,000円上限
団体 ：800,000円上限

克雪対策小型除雪機械
購入費補助金

居住する住宅敷地の除排雪に使用するため
の小型除雪機械および農耕用機械に接続す
るアタッチメントの購入に対する補助

取得費用300,000円以上（消費税等
除く）補助率1/4以内、上限150,000円

起業チャレンジ支援事業
補助金（6月から）

町内で起業する方を対象に事業所開設等に係
る経費に対し補助金を交付

事業所等開設支援：対象経費の1/2
以内(上限700,000円)
経営支援：対象経費の1/2以内(上限
300,000円)

協働のまちづくり推進事
業支援補助金

区等が行うまちづくり推進、コミュニティ推進、地
域防災推進、そのほか地域の課題を解決する
ために行う事業に対して補助
ただし、ハード事業は対象外

1事業上限300,000円

テレワークオフィス開設支
援事業補助金

町外企業等が町内の空き家等を活用して新
たにテレワークを実施するためのオフィスを
開設するための経費に補助

空き家等の購入・改修または備品
購入等経費の1/2以内(上限400,000
円)空き家等および駐車場賃借料の
1/2以内(月額30,000円上限、最長3
年)
通信回線・通信機器使用料の1/2以
内(月額20,000円上限、最長3年)

分譲地造成支援補助金 分譲地造成工事に係る実費用の一部を補助
分譲地１区画あたり　100万円
開発道路１㎡あたり　5,000円
１事業あたり上限　　500万円

アパート建設支援補助金 アパート建設工事に係る実費用の一部を補助 アパート１部屋あたり　100万円
１棟あたり上限　500万円

再生可能エネルギー利用
設備設置費補助金

再生可能エネルギー利用設備の設置に係る経費
に補助

1.太陽光発電設備（個人）
　　太陽電池の最大出力1kwあたり30,000
　　円（150,000円上限）
2.蓄電設備（個人）
　　対象経費の10分の1以内の額
　　（100,000円上限）
3.温泉熱利用設備
　①温泉利用事業所において、 温泉熱を　
　　　熱源として熱交換を行い、 暖房、 給湯
　　　又は融雪等に利用する設備（事業者）
　②温泉引湯住宅において、 温泉熱を熱　
　　　源として熱交換を行い、 暖房、 給湯又
　　　は融雪等に利用する設備（個人）
　　　対象経費の1/3以内の額（100,000　
　　　円上限）
4.太陽熱利用設備（個人）
　　対象経費の1/5以内の額（50,000円
　　上限）
5.地中熱利用設備（個人）
　　対象経費の1/5以内の額（300,000円
　　上限）

【未来創造課】 各補助金等の詳細、申請方法等は担当係へお問い合わせください。
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補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

若者定住促進マイホーム
取得等補助金

町内在住の 45歳以下の者が住宅ローン（500万円
以上）を利用して、住宅の新築・購入・増改築を行
う場合に、補助金を交付

（注）事前申込が必要です。

新築・建売住宅、 増改築：借入金の5％
以内（上限500,000円）
中古住 宅：借入 金 の10％以内（上 限
300,000円）
※加算金（最大1,000,000円）あり

移住国際
交流係

☎ 33-3113

若者定住促進家賃補助
金

町内に住所を有する結婚3年以内で夫婦の合計
年齢が 80歳以下、かつ夫婦の年齢がいずれも45
歳以下の夫婦に、アパート等家賃の一部を補助
※所得要件あり

①月額23,000円以下
　　家賃等から12,000円を控除した額
②月額23,000円越
　　家賃等から23,000円を控除した額の1/2　　
　に11,000円を加算した額（上限27,000円）

移住促進家賃補助金 移住を希望する50歳以下の方の町内民間家賃住
宅等（社宅等は除く）の家賃の一部を補助 同　上

空き家活用改修等補助金
町内に移住を希望する方が、空き家を購入し改修
を行った場合、改修工事に係る経費に対し補助金
を交付

対象経費の1/2以内
（上限100,000円）

若者U・I・Jターン等奨学
金返還支援補助金

大学等に進学し、奨学金の貸与を受け、卒業後町
に定住し、初年度申請日において満30歳未満の就
労等にしている方に返還金の一部を補助

補助申請の前年度返還した金額の1/3
（上限100,000円）町内に就労等した場
合は、 前年度中返還した金額の1/2（上
限150,000円）

UIJターン就業・創業移住
支援金

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、
から移住かつ就業した方（テレワークを含む）、また
は長野県の創業支援金の交付決定を受け移住し
た方に支援

単身の世帯　600,000円
2人以上の世帯　1,000,000円
18歳未満の世帯員を帯同するときは、 当該
世帯員一人につき、 1,000,000円を加算

【未来創造課】

補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

景観づくり事業補助金

景観づくり住民協定または景観協定に向け
た景観づくり団体活動に対する調査費用 上限 50,000 円 （3 年間に限る）

景観維持係
☎ 33-3114景観づくり住民協定を締結した協定地区お

よび協定者が実施する景観づくり事業等に
対する補助

協定者、協定地区が取り組む事
業により異なる

耐震改修促進事業補助金

【耐震診断】
昭和 56 年 5月31日以前に着手した建築物
のうち、住宅、ホテル・旅館に対する町の
要綱に定める耐震診断事業補助

計画監理係
☎ 33-3114

【耐震改修】
住 宅、 避 難 施 設、 ホテル・ 旅 館 に対し、
上記で実施した耐震診断の結果、耐震改
修または住宅において除却が必要と判断さ
れ、一定基準を満たす工事を実施する場
合に補助

老朽危険空家等除却費
補助金

町内に存する老朽危険空家等 ( 住宅 ) の解
体に係る経費に対して補助

補助対象経費の1/2以内、限度額
500,000円

克雪住宅普及促進事業
補助金

雪下ろしによる負担の軽減及び危険防止を
図るため、町内業者を利用して住宅の屋根
の克雪住宅化工事を行う場合に補助金を
交付

合併処理浄化槽設置事
業補助金

町が定めた浄化槽処理区域において、町
に居住する個人住宅の浄化槽設置工事に
対して補助

  5 人槽 ：390,000 円以内
  7 人槽 ：474,000 円以内
10 人槽 ：660,000 円以内

上下水
道係

☎33-3114

町民が進める町道除雪
補助金

区・組等が行う町道の除雪に対し、燃料費
等を補助

除雪機械ごとに算出 建設係
☎33-3114

【建設水道課】

住  宅 ：

住宅（除却）：

避 難 施  設 ：

ホテル・旅館：

補助対象経費の 4/5 以内、
 限度額 1,000,000 円
補助対象経費の 1/2 以内、
 限度額 83.8 万円
 限度額 20,000,000 万円

 限度額 3,000,000 万円
（大規模を除く）

ホテル・旅館：

全額公費負担

補助対象経費の 2/3 以内、
 限度額 90,000 円

 基準額の 2/3 以内

木 造 住 宅 ：

非木造住宅：

融 雪 型 ：

自然落雪型：

 1/5 以内上限 750,000 円
(1/4 以内上限 900,000 円 )
 1/5 以内上限 600,000 円
(1/4 以内上限 700,000 円 )

雪下ろし型：  1/2 以内上限 80,000 円
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補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

ごみ処理容器等設置事
業補助金

生ごみ処理機および容器 (コンポスト) 購
入費の一部を補助

1世帯につき1基
電 動 式： 購 入 費 の2/3以 内（ 上 限
50,000円）
容器：購入の1/2以内（上限5,000円）

住民環境係�
☎33-3118資源回収報奨金 資源物の回収を実施した団体に交付 取引量 1kg につき 5円

猫繁殖制限手術助成費
飼い猫又は飼い主のいない猫の不妊・去
勢手術に要する経費の一部を補助（申請者
は町内在住者に限る）

不妊手術：1回 5,000 円
去勢手術：1回 3,000 円
飼い猫は 1 世帯につき不妊又は去
勢手術のいずれか年 1回を限度

【住民税務課】

補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

小中学校卒業祝金 小学校および中学校を卒業する児童・生徒
に卒業祝金を支給

小学校卒業：20,000円
中学校卒業：30,000円

学校教育係
☎33-1102

就学援助費
（要保護・準要保護援助費）

小・中学校に在籍し、経済的な理由により
就学困難な児童・生徒の保護者の方に、学
用品費、給食費などを援助

学用品費、学校給食費、修学旅行
費等、基準額を限度に支給

特別支援教育就学奨励費
特別支援学級に在籍している児童・生徒の保
護者の方に、収入状況などにより就学奨励
費を支給

学用品費、学校給食費、修学旅行
費等、基準額を限度に支給

奨学資金貸付制度
高校生から大学生(専門学校生、短大生を含
む)を対象に、奨学資金を貸し付け、さらに
町に戻ってくる大学生等に対して償還の一
部を免除

高校生：30,000円 /月以内
専門学校・短大生等：55,000円 /月以
内
大学生：60,000円 /月以内
(国公立・私立、自宅・自宅外等の条
件により貸与限度額が変動 )

高校生通学定期券購入
費補助金

鉄道および路線バスを利用し町内から通学する
高校生の保護者に通学定期運賃の一部を補助

通学定期運賃の20%以内(100円未
満の端数切捨)

児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方に
支給（10月認定、12月支給分から制度拡充
予定）

1人 5,000 ～15,000 円 /月
( 年齢・所得要件等あり)
（10 月認定、12 月支給分から制
度拡充予定）

こども家庭
支援係

☎33-1102

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を別に
している18歳到達の年度末までの児童（重・
中度の心身障がい児は20歳）を監護してい
る父・母や、父・母に代わって養育している
方に支給

1人目上限 45,500 円 /月
2人目加算上限10,250 円 /月
3 人目以降1人につき加算上限
6,450 円 /月( 所得要件等あり)

特別児童扶養手当 心身に障がいのある20歳未満の在宅の児童
を監護している父母または養育者に支給

１級 55,350 円 /月
２級 36,860円 /月（所得制限あり）

出産・育児祝金
育児支援金

令和 3 年 4月 1日以後に出生した子どもを
養育する父または母で、子どもの出生時およ
び基準日時点において、町に居住し、子ども
の出生後も子どもとともに引き続き定住する
意思がある方に支給

【第 1子】
出生時祝金：100,000 円
【第 2子】
出生時祝金：100,000 円
支援金：�出生の翌年から小学校入

学前まで毎年 100,000 円
（上限 600,000 円）

【第 3子】
出生時祝金：300,000 円
支援金：�出生の翌年から小学校入

学前まで毎年 300,000 円
（上限 1,800,000 円）

【こども未来課】
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補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

空き家等再生事業補助金
商店街団体および事業者等が実施する空き
家等再生事業の、建物改修費および賃借料に
対し補助

【改修】
空き家：�2,500,000円上限（1回限り）
休眠スペース：�1,000,000円上限

（1回限り）
【貸借】
年 600,000円上限（最長 3年）
※休眠スペースは家賃補助なし

観光商工係
☎ 33-1107

中小企業融資保証料補
給金

町・県の中小企業融資を利用された方の保
証料の一部または全部を補給

【町制度資金】
 一般資金・創業支援資金：
4/5(1/5利用者負担)
経営安定活力資金・小企業特別小
口資金：全額
※事業者選択型経営者保証非提 
  供制度を利用しない場合

【県制度資金】 (一部を除く）
県2/5、町2/5の計4/5を補給
※事業者選択型経営者保証非提 
  供制度を利用しない場合

町中小企業融資利子補
給金

町中小企業融資を利用された方に対し利子
の一部を補給

一般資金・創業支援資金・小企
業特別小口資金・経営安定活力
資金：借入利率の 1％を最終償
還まで補給

キャッシュレス決済等導
入補助金

キャッシュレス決済を導入する町内事業者に対
し導入費の一部を補助（対象期間：令和7年2
月29日まで）

1事業者につき 30,000円上限
（1回限り）

インバウンドセールス
コール支援事業補助金

インバウンド誘客促進を図るため、海外で開
催される商談会・イベント・セールス等を行う
者に対し渡航運賃および宿泊費の一部を補助
（3名以上を1グループとした単位）

1名につき 200,000円上限または
1/2（1回限り）

志賀高原ユネスコエコ
パーク活動支援補助金

志賀高原ユネスコエコパークのまちづくりを推
進するため、自然環境、生物多様性の保護・
保全などの活動経費の一部を補助

1事業主体あたり事業費の 2/3以
内の額（100,000円を超える場合
は 100,000円）

国立公園係
☎33-1107

【産業振興課】

補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

自主防災組織補助金
各区等が組織する自主防災組織に対し、
防災資機材の購入および防災知識の啓発
活動に関する経費の一部を補助

資��機��材�：�購入に要した実支出額の1/2
（上限30,000円）

啓発活動：�防災に関する資料作成ま
たは防災士資格の取得
に要した実支出額（上限
30,000円）

危機管理係�
☎33-3115

防犯灯設置補助金 地域内に区等が設置する防犯灯の新設および
LED器具への交換に対する費用の1/2を補助 500,000 円上限

特殊詐欺等被害防止対
策機器購入費補助

特殊詐欺対策機能を備えた電話機本体、装置
または特殊詐欺対策サービス工事費用等の
1/2を補助（対象は65歳以上の者のみで構
成された世帯）

5,000 円上限

自転車用ヘルメット購
入費補助金 自転車用ヘルメットを購入するための補助

購入費の1/2（上限 2,000 円）
新品で令和5年 4月1日以降に購入
し、安全基準適合認証のあるもの

【危機管理課】

21 令和6年5月 広報



補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

電気柵購入費補助金 獣害による農作物被害を防止するために導
入する電気柵の購入費用に補助

電気柵購入費用の 85% 以内、ただ
し 170,000 円上限（本年度申請受
付は終了しました）

耕地林務係
☎ 33-1107

鳥獣被害対策環境整備
補助金

鳥獣被害対策として、耕作放棄地の刈り払いや
放任果樹の除伐をした際の経費に対し補助 一団体あたり上限 50,000 円

有害獣駆除免許取得者
補助金

有害獣駆除に従事する狩猟免許 ( 網・わな
に限る ) を年度内に取得された方に補助 初回に限り 10,000 円

有害鳥獣駆除に携わる新規銃猟登録者に対
しての補助 初回に限り 30,000 円

小規模田直し事業補助金
小規模で不整形な農地を 3a 以上の区画に拡大
する工事に対し、工事費の 1/3 を補助 ( 右欄上
限 )

3a 以上10a 未満     50,000 円
10a 以上 20a 未満   100,000 円
20a 以上 30a 未満   150,000 円
30a 以上　200,000 円
暗渠排水 1m 当たり 230 円
(10a あたり100 ｍを上限 )

ペレットストーブ等設置
事業補助金

ペレットストーブ設置（新品本体購入費）に
対し補助（長野県産木質ペレット安定取引協定
を締結すること（年間 800㎏））

100,000 円

農業経営雇用促進事業
補助金

農業経営体の規模拡大と経営安定維持、また労
働力確保のために雇用する雇用人の賃金を補助

対 象 経 費の積 算により求めた額の
25％以内（新規就農者・認定農業者・
認定新規就農者は40％以内）

農業振興係
☎ 33-1107

農業機械導入支援事業
補助金

農業用機械を購入する農業者 ( 個人利用 ) お
よび農業者団体 ( 共同利用 ) に補助
※認定農業者等の場合は加算金あり

事業費は 200,000 円以上を補助対
象とし 3/10 以内で事業区分に応じ
た額（本年度申請受付は終了しました）

ブランド農業生産振興
対策事業補助金

優良品種の早期産地化、地域ブランド生産販
売推進等に必要な経費に補助

事業費の 1/4 以内を補助
（事業費10,000,000 円を上限）

元気出せ!活かせ遊休
農地復活事業補助金

利用権設定（賃借) された遊休農地復活に必要
な経費に対し補助

補助対象経費の 2/3以内、ただし
10a あたり 200,000 円上限

農地流動化補助金 利用権設定や農地法の手続きによりあらた
に農地を貸借された農家へ補助金を交付

10a あたり上限 15,000 円
(認定農業者の場合10aあたり上限
30,000 円)

がんばる農業応援資金
利子助成金

農業経営の近代化や規模拡大、運転資金等経
営に関する資金を JA ながの志賀高原ブロックか
ら借入した場合、町と JA で利子助成

補助率：基準金利のうち、町0.9％・
JA0.9％ ( 実質負担利率 0.15%)

がんばる農業就農奨励金 町内に新たに就農した担い手に就農奨励金を
交付

100,000 円を1 回限り
( 条件により50,000 円）
Iタ ーン 就 農 者 は 条 件 に よ り
200,000 円を1回限り

新規就農者育成総合対策
経営開始型
事業実施主体：町

新規参入・親元就農者（親の経営に従事してから
5 年以内に継承した者）に対する経営発展の支
援として取組計画を採択された認定新規就農者
に対し交付

年間 1,500,000円（最長 3 年間）
※ 前年の世帯収入が原則 600 万円

未満の方が対象

６次産業化チャレンジ支
援事業補助金

農業者が、生産した農産物を自らが加工し販売
するための商品開発等の経費に対し補助

補助対象経費の1/2 以内（委託料の
補助対象経費に占める割合は1/3以
内）
商品開発支援：上限 200,000円
販路拡大支援：上限 300,000円

【産業振興課】

補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

高齢者等への住宅用火
災警報器補助金

高齢者等を対象に住宅用火災警報器の購入
に対する補助金制度

購入に要した費用1/2の額か10,000
円のいずれか低い額

消防係 
☎ 33-3119

【消防課】

補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

高齢者にやさしい住宅
改良促進事業補助金

要介護高齢 者が生活する住宅のバリアフ
リー化など大規模改修に係る費用の一部を
補助

630,000円上限（所得要件等あり） 介護支援係 
☎ 33-8412

【健康福祉課】

22令和6年5月 広報



補助金等の名称 補助・給付内容 金額 担当係

福祉医療費給付金
満 18 歳に達した日以後最初の 3 月 31 日
までの子ども、障がい者等、母子父子家
庭等の医療費の自己負担額の一部を支給

保険内診療自己負担分から受益
者負担金 (500 円 ) を控除した額
子ども（障がい児・ひとり親家庭
の子どもを含む）については、窓
口負担無料で医療を受けることが
できる

医療保険係
☎ 33-3116高額療養費給付金 後期高齢者医療保険および国民健康保険

加入者の高額療養費を支給 限度額を超える自己負担額

人間ドック等助成金

後期高齢者医療保険および国民健康保険加
入者の人間ドック費用 ( 病院等 ) に助成 ( 受
診前に申請が必要 ) かかった費用の 1/2 以
内で右欄が上限※国民健康保険は 30 歳以
上の被保険者

1 泊 ：25,000 円以内
日帰り ：15,000 円以内
脳ドック ：15,000 円以内
肺がんドック ：5,000 円以内

不妊及び不育症治療補
助金

不妊および不育症治療を行っている夫婦
に、保険診療一部負担金および保険適用外
医療費を補助

300,000 円上限 /1 治療
( 申請前要相談 )

健康づくり
支援係

☎ 33-3116

未熟児養育医療給付金
出生時の体重が 2,000g 以下であるなど、身
体の発育が未熟なまま生まれたため、医師
が入院を必要と認めた子どもの医療費の一
部を負担

総医療費のうち保険負担分を差
し引いた自己負担分の一部
( 所得要件等あり )

新生児聴覚検査費用補
助金

出生後初めて実施する新生児聴覚検査費用
の一部を補助 7,500 円上限

子どもインフルエンザ
予防接種費用補助金

生後 6 か月～中学 3 年生（15 歳以下）の子
どものインフルエンザ予防接種費用の一部
を補助

1 回あたり 2,000 円（2,000 円を
差し引いた金額で接種できる）

骨髄バンクドナー助成金
骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞
提供あっせん事業において、ドナーおよび
ドナーが勤務する事業所に対し補助

ドナー：20,000 円 / 日
事業所： 10,000 円 / 日 ( ドナー・

事業者とも 10 日上限）

造血細胞移植後のワク
チン再接種助成事業補
助金

小児がんなどの治療を目的とした造血細
胞移植により、移植前に接種した定期予
防接種ワクチンによる免疫消失で、ワク
チン再接種が必要とされる 20 歳未満の者
に対し、再接種費用を補助

医療機関に支払った予防接種費
用で、長野県医師会と契約した
委託単価を上限

出産・子育て応援給付
金

妊娠期から出産・子育てまで切れ目ない支
援と合わせ、経済支援を図るため、応援給
付金を補助

妊娠届出時：50,000 円
出産後２か月目の家 庭 訪 問 後：
50,000 円

アピアランスケア助成事
業

がん治療に伴い購入した医療用補装具へ一
部を補助

助成対象経費の 1/2（上限 20,000
円）

人工透析患者通院費
補助金 人工透析患者の通院費の一部を補助 2,000 円 / 月

福祉係
☎ 33-3116

高齢者いきいき交流事業
年 3 回以上活動する 65 歳以上の方を主体
とした 10 人以上の団体が、町内の温泉旅
館や飲食店等を利用した費用の一部を助成

1 人 1,000 円 / 年 1 回

福祉乗物補助券給付事業
重度心身障がい者、高齢者および運転経歴
証明書をお持ちの高齢者に対し、公共交通
機関の料金の一部を補助

100 円券を月 10 枚（年間 120 枚
まで）

（年齢・所得要件等あり）

障がい者にやさしい住
宅改良促進事業補助金

障がい者が生活する住宅のバリアフリー化
などに係る改修費の一部を補助

630,000 円上限
( 所得要件等あり )

結婚新生活支援事業補
助金

新婚世帯の住居の購入費、賃料、引っ越し
費用等の一部を補助

600,000 円上限
（年齢、所得要件等あり）

【健康福祉課】
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令和６年４月1日から４月30日までに町に掲載希望の届け出があったものです。
（届け出による記載、敬称略）
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』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
珠
ま
り
こ
著　

講
談
社

　

大
切
に
さ
れ
て
き
た
日
本
の
心
を
未
来
に

伝
え
る
た
め
に
、
読
ん
で
ほ
し
い
本
。

（
３
～
６
歳
以
上
）

氏　名 地　区

中
なかじま

嶋　一
かずき

樹

渡
わたなべ

邉　早
さおり

織

長野市

本郷

『
ど
う
乗
り
越
え
る
？
小
学
生
の
壁
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
祖
常
子
著　

風
鳴
舎

　

小
学
生
の
子
ど
も
と
そ
の
親
が
直
面
す
る「
小
学
生

の
壁
」
の
対
処
法
を
解
き
明
か
す
！
令
和
の
親
子
向
け

子
育
て
実
用
書
。

『
よ
う
こ
そ
、
ヒ
ュ
ナ
ム
洞
書
店
へ
』

　
　
　

フ
ァ
ン
・
ボ
ル
ム
著　

牧
野
美
加
訳　

集
英
社

　

そ
れ
ぞ
れ
の
悩
み
を
抱
え
た
ふ
つ
う
の
人
々
が
、
今

日
も
ヒ
ュ
ナ
ム
洞
書
店
で
出
会
う
。
新
米
女
性
店
主
と

店
に
集
う
人
々
の
、
本
と
さ
さ
や
か
な
毎
日
を
描
く
。

二
〇
二
四
年
本
屋
大
賞
翻
訳
小
説
部
門
第
１
位
。

(4月分)
委託購入関係

入札執行日
または

落札決定日
委　託　・　購　入　等 落札者 落札額 担当課

R6.4.23 令和６年度　公用車リース（普通自動車） 八十二オートリース（株） 27,300円 総務課
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氏　名 保護者 地　区

竹
たけうち

内　暖
ひなた

大 優
亜津沙 佐野

堀
ほりごめ

米　結
ゆ う

友 光男
尋子 本郷

坂
さかぐち

口　翠
す い

生 健太
怜奈 湯田中

氏　名 享　年 地　区

小
こ ご い

古井　次
じろう

郎 83 渋

保
ほさ か

坂　シズエ 95 中須賀川

下
しもた

田　志
し

づ枝
え

93 湯田中

小
こばやし

林　逸
いつお

夫 74 沓野

春
すのはら

原　榮
え い こ

子 82 弥勒

山
やまもと

本　千
ち よ こ

代子 86 上条

小
こばやし

林　敏
としのぶ

延 63 安代

滝
たきざわ

澤　泉
いずみ

93 佐野

滝
たきざわ

澤　フサ子
こ

96 上条

大
お お い

井　ケサオ 95 宇木

山
やまざき

﨑　ふ志
じ

の 98 宇木

田
たむら

村　芳
よしろう

郎 89 湯田中

大
おおつか

塚　次
つぎこ

子 88 上条

布
ふ せ や

施谷　傳
つたえ

　 97 下須賀川



	 		 	

問健康福祉課健康づくり支援係　☎ 33-3116  

	 		 	 心配ごと相談

6月14日(金)　9:00 ～ 12:00
土地、財産、行政への要望など、どのようなこと

でもお気軽にご相談ください。相談無料、秘

密は固く守られます。なお、相談を希望され

る方は、事前予約をお願いします。

件　数    1件        (5)
死　者    0人        (0)
傷　者    1人        (6)
※累計は変動します

火　災      0件   （0）
救　急   　69件（528）
救　助      1件   （5)

26,212 円
前年比     -26.91％

11,233 人
男       　5,485 人
女     　  5,748 人
前月比     -50 人

5,013 世帯
前月比    -26 世帯

平均気温
12.6℃

（9.6℃）
最高気温

27.6℃
≪ 4/28 14：02 ≫

最低気温
-0.4℃

≪ 4/10 5：26 ≫
降水量 66.0mm

（61.4mm）
平均日照時間

4 時間 18 分
（4 時間 30 分）

人口 5.1 現在
( 住民基本台帳 )

気象　4 月
( ) は過去 5 年間の

平均

国保加入者一人
当たり支払った

医療費  3 月

交通事故 4 月
( )は１月からの累計

119 番情報 4 月
( )は１月からの累計

『広報伝言板』
『ホームページ』も

ご覧ください
町からのお知らせ、イベ
ント・講演会の開催、参加
者等募集などは、月２回

（10日頃と25日頃）発行の
『広報伝言板』をご覧くだ
さい。
https://
www.town.
yamanouchi.
nagano.jp/
soshiki/kikaku/
gyomu/koho/
koho/koho_
yamanouchi/764.html

問健康福祉課介護支援係　☎33‐8411
場所　地域福祉ｾﾝﾀｰ健康相談室

いろいろな暴力についての相談

夫やパートナーから身体的な暴力、ことば

や態度による暴力等でお悩みの方はご相

談ください。

問生涯学習課人権政策室　☎38-0373
	 長野県女性相談センター
	 ☎026‐235‐5710

＜材料＞ ( 4 人分 )
そば（乾麺）	 6０ｇ
長いも	 ２００ｇ
なめこ	 ６０ｇ
オクラ	 ２０ｇ
万能ネギ	 ２０ｇ
濃縮めんつゆ	 大さじ４
水	 大さじ３

①	そばは半分に折ってゆで、冷水で洗い、水気をきる。
　	オクラは塩でこすってからゆでて輪切りにする。万能ねぎは小
口切りにする。

ネバネバ
そばサラダ

料理タイトル

作り方

食生活改善推進協議会
考案レシピ

食生活改善推進協議会から、そばのアレンジ料理です。

表示分量(1人分):　エネルギー106kcal　たんぱく質　4.5g　脂質　0.5g
　　　　　　　		　食塩相当量　1.8g　

●乳幼児健康診査　保健センター
6/４(火) 3歳児 12:30~13:00(受付)
6/1４(金) 3・4か月児、7・8か月児 13:00~13:15(受付)

※当番医師は、変更になる場合があります。

中野保健センター内(信州中野駅前)☎23-2255　
9:00~12:00、13:30~17:00 

●中高医師会 休日診療所

6/2(日) 飯田医師 6/9(日) 片桐医師
6/16(日) 須藤医師 6/23(日) 渡辺医師
6/30（日） 市川医院

●骨検診　保健センター

●特定健診　

●もぐもぐ教室　保健センター

めんつゆは、” 減塩タイプ ”
を使ってお塩を控えめにす
るのもよいです。

●乳房・マンモグラフィ検診

●子育て相談室

●胃・大腸がん検診　すがかわふれあいセンター
　　　　　　　　　　　　　　　（旧北小学校）

②ゆでたそばを皿に盛り付け、長いも、なめこ、オクラをのせる。
　めんつゆは希釈せずに横から注ぐ。

25 令和６年5月 広報

毎週月曜日　9:00~12:00　全町民対象
●健康相談　健康づくり支援係窓口

母子コーディネーター・栄養士による個別相談です。
※事前予約制です。健康づくり支援係までお問い合
わせください。

６／２６（水）　９：３０～１０：００（受付）
※事前予約制です。健康づくり支援係までお問い合
わせください。

６／２５（火）　６：４５～８：３０　
※大腸がん検診のみは７：００～９：００

６／１８（火）文化センター
６／２７（木）保健センター
受付時間　８：５０～１１：００
　　　　１２：５０～１４：００
※令和６年度は東部地区が対象です。
※事前予約制です。健康づくり支援係までお問い合
わせください。

６／２０（木）　９：００～１１：２０
※事前予約制です。健康づくり支援係までお問い合
わせください。

６／２５（火）  すがかわふれあいセンター
９：００～１０：３０、１３：００～１４：００

６／５（水）　和合会館
９：００～１０：３０、１３：００～１４：００
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第６次総合計画将来像　未来に羽ばたく　夢と希望のある　健康な郷
ま ち

土

4/24

渋温泉古久屋の小
おねざわ

根澤さんより、温泉たまごの売
上金の一部を福祉事業に役立ててほしいと寄附を
いただきました。大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

渋温泉 古久屋・小
おねざわ

根澤さんより
温泉たまご売上金を寄附いただきました

今年も宇木の古代桜が見事に咲き誇り、恒例と
なった桜まつりが宇木区民会館で開催されまし
た。きのこ汁が振る舞われるなど、訪れた方々は
季節の味を楽しんでいました。

4/13 宇木古代桜まつり開催

4/27

松本平広域公園やまびこドーム周辺にて第 33 回
長野県市町村対抗駅伝競争大会及び第 19 回長野
県市町村対抗小学生駅伝競走大会が開催されまし
た。一般の部では、過去最高順位となる総合12位・
町の部 2位と健闘しました。

第33回長野県市町村対抗駅伝競争大会
第19回長野県市町村対抗小学生駅伝競争大会

志賀草津高原ルート・雪の回廊ウォーキングを開
催しました。参加者は３つのコースに分かれ、今
年は残雪が少ない中でしたが、日本国道最高地点
からの眺望や雪の回廊を楽しんでいました。

4/23 雪の回廊ウォーキングを開催

志賀高原ロマン美術館 2023 年秋季企画展の作家
である森

もりいずみともや

泉智哉さんから、町内の子ども達宛にサ
インペンをお贈りいただきました。作家の子ども
達に美術に親しんでもらいたいとの思いから実現
したものです。小中学校と保育園に届けます。

4/30
作家 森

もりいずみともや

泉智哉さんから
サインペンをお贈りいただきました

春の叙勲 知事伝達式が長野県庁で行われ、
竹
たけふしよしたか

節義孝前町長が県知事より勲記、勲章を受章さ
れました。竹節さんは「皆様の支えがあったから
受章できた」と感謝を述べられました。

5/1 竹
たけふし

節義
よしたか

孝氏が旭
きょくじつしょうじゅしょう

日小綬章を受章

広報 32


